
第４９９回 

平成３０年１２月 

富士見町議会定例会議案 

富 士 見 町 





平成３０年１２月 富士見町議会定例会 議案提出 

議案第 １号  平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第５号）の専決処分について 

議案第 ２号  富士見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例 

議案第 ３号  諏訪南行政事務組合規約の一部変更について 

議案第 ４号  損害賠償の和解と賠償額の決定について 

議案第 ５号  町道の路線の認定並びに廃止及び一部廃止について 

議案第 ６号  平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第６号） 

議案第 ７号 平成３０年度 富士見町水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第 ８号  平成３０年度 富士見町下水道事業会計補正予算（第２号） 

上記のとおり提出します。 

  平成３０年１２月７日 提 出 

富士見町長 名 取 重 治  

富士見町議会議長  五 味 平 一  殿 
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議案第１号 

平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第５号）の専決処分について 

 平成３０年度富士見町一般会計補正予算（第５号）について、地方自治法（昭和 22年法律

第 67 号）第 179条第 1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第 3項の規定に

より報告し、議会の承認を求める。 

平成３０年１２月 ７日  提 出 

 富士見町長  名 取 重 治 
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専決第１２号

　平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 125,194 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 7,648,325 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

第２条　地方債の追加は「第２表　地方債補正」による。

上記のとおり地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

平成３０年１０月　１日

平成３０年度　富士見町一般会計補正予算　(第５号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治

　（地方債補正）
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第　２　表 　地　　方　　債　　補　　正

１　追　加

千円

20,000

起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

 １ 公共土木施設災害復旧事業
　　（現年発生補助災害復旧事業）

証書借入

又　　は

証券発行

６.０ ％以内

(ただし、利率見直し方式で借り入れる

資金について、利率見直しを行った

後においては、当該見直し後の利率)

政府資金については、その融資条件

により、銀行その他の場合にはその債

権者と協定するものによる。ただし、町

の財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、又は繰上償還もしく

は低利に借換えることが出来る。

 起 　債 　の　 目　 的 限　度　額
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議案第２号 

 

 

 

富士見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

富士見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年富士見町条例第18号)

の一部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

 

平成３０年１２月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         
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富士見町条例第  号 

 

富士見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

富士見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年富士見町条例第18号)

の一部を次のように改正する。 

 

第2条第2項第2号中「14,800人」を「14,200人」に改め、同項第3号中「配水量」を「給

水量」に、「15,600立方メートル」を「14,600立方メートル」に改める。 

 

附 則 

この条例は、平成31年4月1日から施行する。 
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議案第３号 

 

 

 

諏訪南行政事務組合規約の一部変更について 

 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 286 条第１項の規定により、諏訪南行政事務組

合規約（昭和 49年長野県中南信事務所指令 48中南県第 695号）を別紙のとおり変更する。 

 

 

 

平成３０年１２月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         
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別紙 

 

諏訪南行政事務組合規約の一部を変更する規約 

 

諏訪南行政事務組合規約（昭和 49 年長野県中南信事務所指令 48 中南県第 695 号）の一

部を次のように変更する。 

 

 別表第２中 

「 

 ３ 諏訪南リサイクルセンターの設置、管理及び運営に関する事務 

経費区分 負担する市町村名 負担割合 

建設的経費 茅野市 

富士見町 

原村 

均等割 ２０％ 

人口割 ８０％ 

経常的経費 

 

〃 均等割 ２０％ 

実績割 ８０％ 

 」 

 を 

「 

３ 諏訪南リサイクルセンターの設置、管理及び運営に関する事務 

経費区分 負担する市町村名 負担割合 

建設的経費 

（茅野市が単独で使用する設

備に係る建設的経費を除く。） 

茅野市 

富士見町 

原村 

均等割 ２０％ 

人口割 ８０％ 

経常的経費 

（茅野市が単独で使用する設

備に係る経常的経費を除く。） 

〃 均等割 ２０％ 

実績割 ８０％ 

茅野市が単独で使用する設備

に係る建設的経費及び経常的

経費 

茅野市  

 」 

に改める。 

 

附 則 

 この規約は、平成 31年 4月 1日から施行する。 
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議案第４号 

 

 

 

損害賠償の和解と賠償額の決定について 

 

 

 

 別紙のとおり損害を賠償することについて和解し、賠償額を決定することについて、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号及び同項第13号の規定により、議会の議

決を求める。 

 

 

 

平成３０年１２月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         
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別 紙 

 

 

 

損害賠償の和解と賠償額の決定について 

 

 

 

 次のとおり損害を賠償することに和解し、賠償額を決定するものとする。 

 

 

 

１． 相手方 

  住  所    

  氏  名    

 

２．事故の概要 

   平成３０年１０月１日午前８時３０分頃、富士見町立富士見中学校（諏訪郡富士見

町富士見４６５４番）敷地内の立木が腐食していたことにより、台風２４号の影響に

より倒れ、相手方のカーポート及び外構フェンスを破損させ、電気引込線を断線させ

た。 

 

３．和解の方法 

   示談の成立 

 

４．損害賠償額 

   金 ２８８,３６０円 

    

５．支払い方法 

   当方保険会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 松本保険金センターから相手

方に直接支払い。 
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議案第５号 

 

 

 

町道の路線の認定並びに廃止及び一部廃止について 

 

 

 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 8 条第 1 項及び第 10 条第 1 項の規定により、別紙

のとおり町道の路線を認定並びに廃止及び一部廃止したいので、第 8条第 2項及び第 10条

第 3項において準用する第 8条第 2項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

 

平成３０年１２月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         
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別 紙 

 

１．道路法第８条第１項の規定により認定する路線 

番 号 路 線 名 
起 終 点 地 番 

重要な経過地 
起 点 終 点 

1 1041号線 富士見 11404-332 富士見 11404-327  

2 1181号線 富士見 9638-1 富士見 9933-1  

3 3368号線 落合 9984-921 立沢 2213-40  

 

２．道路法第 10条第１項の規定により廃止する路線 

番 号 路 線 名 
起 終 点 地 番 

重要な経過地 
起 点 終 点 

1 1041号線 富士見 12229-327 富士見 12229-329  

2 1042号線 富士見 11404-327 富士見 11404-618  

3 1043号線 富士見 11404-440 富士見 11404-444  

4 3368号線 落合 9984-921 立沢 2213-40  

5 5695号線 乙事 3750-1 乙事 3756  

6 5696号線 乙事 3750-1 乙事 3756  

7 5697号線 乙事 4374-2 乙事 3755  

8 5698号線 乙事 3793 乙事 3764  

 

３．道路法第 10条第１項の規定により一部廃止する路線 

番 号 路 線 名 
旧 起 終 点 地 番 

重要な経過地 
新 起 点 終 点 

1 1038号線 
旧 富士見 11404-284 富士見 11404-438  

新 富士見 11404-284 富士見 11404-433  

2 1040号線 
旧 富士見 11404-331 富士見 11404-336  

新 富士見 11404-331 富士見 11404-70  

3 1055号線 
旧 富士見 11402-10 富士見 11404-339  

新 富士見 11402-10 富士見 11404-296  
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議案第６号

　平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 140,323 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 7,788,648 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる

経費は「第２表　繰越明許費」による。

第３条　地方債の追加は「第３表　地方債補正」による。

平成３０年１２月　７日　　提　出

平成３０年　　月　　日　　議　決

平成３０年度　富士見町一般会計補正予算　(第６号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治

富士見町議会議長 五　味　平　一

　（繰越明許費）

　（地方債補正）
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第　２　表 　繰　　越　　明　　許　　費

千円

32,057

5,700

37,757

第　３　表 　地　　方　　債　　補　　正

１　追　加

千円

3,900

款 項 事　　　業　　　名 金　　　　額

 起 　債 　の　 目　 的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　還　の　方　法

　ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金事業

合　　　計

 １ 学校教育施設等整備事業
 　 （臨時特例交付金）

証書借入

又　　は

証券発行

６.０ ％以内

(ただし、利率見直し方式で借り入れる

資金について、利率見直しを行った

後においては、当該見直し後の利率)

政府資金については、その融資条件

により、銀行その他の場合にはその債

権者と協定するものによる。ただし、町

の財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、又は繰上償還もしく

は低利に借換えることが出来る。

 １０　教育費 　１　教育総務費 　一般経費

 １０　教育費 　１　教育総務費
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2．一般職

（１） 総括

( )

( )

( )

(　) 内は短時間勤務職員[外数]

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

補 正 後

補 正 前

比 較

区 分

職 員 手 当 の
内 訳

給 与 費 明 細 書

補 正 後 7,125 5,944 9,414

給 料

職 員 手 当
そ の 他 の 増 減 分 1,300 　時間外増他

そ の 他 の 増 減 分

1,300
制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分

給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分

昇 給 に 伴 う 増 加 分

0 200

（単位　千円）

0

区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考

比 較 0 0 0

0 200

補 正 前 7,125 5,944 9,414 530 0 0

530

0 1,100

区 分 児 童 手 当 等 住 居 手 当 管 理 職 手 当 調 整 手 当 宿 日 直 手 当 嘱託退職手当
管 理 職 員

特 別 勤 務 手 当

84,115 8,164 16,064

比 較 0 0 0 0 0

補 正 前 10,160 4,211 32 117,367

時間外勤務手当

補 正 後 10,160 4,211 32 117,367 84,115 8,164 17,164

1,300

区 分
給　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　費

扶 養 手 当 通 勤 手 当 特殊勤務手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 寒 冷 地 手 当

0 0 1,300 1,300 0

944,753

146 518,328 263,126 781,454 161,999 943,453

146 518,328 264,426 782,754 161,999

（単位　千円）

職員数 （ 人）
給 与 費

共 済 費 合 計 備 考
報 酬 給 料 職 員 手 当 計
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議案第７号

（総則）

第1条 平成30年度富士見町水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（継続費）

第2条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

平成　30年　12月　 7日　　提出

平成　　年　　月　　日　　議決

平成30年度富士見町水道事業会計補正予算（第2号）

名 取 重 治

五 味 平 一

富 士 見 町 長

富士見町議会議長

款 項 事業名 総額（千円） 年度 年割額（千円）

平成30年度 0

平成31年度 56,160
56,160中央監視装置更新工事1 建設改良費1 資本的支出
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企業債
損益勘
定留保
資金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

1 資本
的支出

1 建設
改良費

中央監視装
置更新工事

30 - - - - - - - - 0.0

31 56,160 - 56,160 - - - - 56,160 -

計 56,160 - 56,160 - - - - 56,160 0.0

継続費に関する調書

前前年
度末ま
での支
払義務
発生額

前年度末
までの支
払義務発
生（見込）

額

当該年
度支払
義務発
生予定

額

当該年度
末までの
支払義務
発生予定

額

翌年度
以降の
支払義
務発生
予定額

継続費
の総額
に対す
る進捗

率

款 項 事業名

左の財源の内訳

年度 年割額

全体計画
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議案第８号

（総則）

第1条 平成30年度富士見町下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第2条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収　　　入

　第1款 資本的収入 109,702 千円 3,000 千円 112,702 千円

　　第1項 　負担金 9,702 千円 3,000 千円 12,702 千円

支　　　出

　第1款 資本的支出 705,454 千円 3,000 千円 708,454 千円

　　第1項 　建設改良費 24,064 千円 3,000 千円 27,064 千円

平成　30年　12月　 7日　　提出

平成　　年　　月　　日　　議決

平成30年度富士見町下水道事業会計補正予算（第2号）

既決予定額 補正予定額 計

既決予定額 補正予定額 計

名 取 重 治

五 味 平 一

富 士 見 町 長

富士見町議会議長
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1.資本的収入及び支出

収 入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 収 入 109,702 3,000 112,702

1 負 担 金 9,702 3,000 12,702

2 工 事 負 担 金 0 3,000 3,000

支 出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 資 本 的 支 出 705,454 3,000 708,454

1 建 設 改 良 費 24,064 3,000 27,064

2 公共下水道建設費 17,617 3,000 20,617

款 項 目

平成30年度富士見町下水道事業会計予算実施変更計画

款 項 目
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収 入

（款）1.資本的収入　　(項）1.負担金

金　　　額

2 工 事 負 担 金 0 3,000 3,000 1 工 事 負 担 金 3,000 工事負担金 3,000

0 3,000 3,000

支 出

（款）1.資本的支出　　(項）1.建設改良費

金　　　額

2
公 共 下 水 道
建 設 費

17,617 3,000 20,617 24 工 事 請 負 費 3,000 工事請負費増 3,000

17,617 3,000 20,617

1.資本的収入及び支出

目 既決予定額 説　　　　　　　　明
区　　　分

計
節

平成30年度富士見町下水道事業会計予算実施変更計画内訳書

説　　　　　　　　明
区　　　分

計

計
節

補正予定額

計

目 既決予定額 補正予定額
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Ⅰ　　営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

受取利息及び受取配当金

営業外雑収益

一般会計補助金

長期前受金戻入

支払利息

営業外雑支出

減価償却費

その他損益勘定留保資金

未収金の減少(増加△）

前払金・前払費用の減少(増加△）

貯蔵品の減少（増加△）

その他流動資産の減少(増加△）

引当金の増加(減少△）

その他固定負債の増加(減少△）

未払金・未払費用の増加(減少△）

前受金の増加（減少△）

その他流動負債の増加(減少△）

小計

利息及び配当金の受取額

営業外雑収益

一般会計補助金

過年度損益修正益(損△）

利息の支払額

営業外雑支出

営業外活動に係る未収金の減少

営業外活動に係る未払金・未払費用の増加

営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ　　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

有価証券の売却による収入

国庫補助金等の収入

建設改良費

建設改良に係る未収金の減少

建設改良に係る未払金・未払費用の増加

投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入

企業債の返済による支出

長期借入金による収入

長期借入金返済による支出

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加(△減少）額

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

0

△ 235

0

0

0

12,480

510,000

△ 200

△ 1,042

0

0

△ 2,074

505,572

0

△ 510,000

△ 184,219

148,685

10

0

463

34,990

△ 25,431

300

200

平成30年度富士見町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

項　　　　　　　　　　　　　　　目 金額

223,982

（単位：千円）

△ 300

△ 148,685

△ 463

483,492

465,225

100,000

△ 17,000

△ 581,390

△ 1,765

215,622

855

576,984

0

△ 664,390

0

0

△ 13,861

△ 18,267
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